
 

 

 

 

住之江区区政推進基金事業実施要綱 

 

 

第 1条（趣旨） 

この要綱は、住之江区において、大阪市区政推進基金（以下「基金」という。）を財源と

して実施する事業（以下「基金充当事業」という。）について必要な事項を定めるものとす

る。 

 

第 2条（基金充当事業） 

住之江区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例（平成 25年大阪市条例第

69号）第１条に基づき、住之江区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のま

ちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、住之江区長（以下、「区長」という。）が、

本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及

び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。 

 

（１）子どもたちが輝くまちづくりに関する事業 

（２）すべての人が自分らしく暮らせるまちづくりに関する事業 

（３）安全・安心なまちづくりに関する事業 

（４）前各号に掲げるもののほか、区の施策の推進に関する事業 

 

第 3条（寄附金の申込み） 

 第 2 条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第１号により、寄附金を申込むも

のとする。 

 

第 4条（市民局長との協議） 

 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するもの

とする。 

 

第 5条（基金充当事業の広報） 

 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄附金を募集するとともに、事業

の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年 12月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則 

１ この改正規定は、平成 31年５月 20日から施行する。 

２ この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の住之江区区政推 

進基金事業実施要綱様式第１号による用紙は、この改正規定による改正後の住之江

区区政推進基金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用するこ

とができる。 

附 則 

１ この改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の住之江区区政推 

 

 



 

 

 

進基金事業実施要綱様式第１号による用紙は、この改正規定による改正後の住之江

区区政推進基金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用するこ

とができる。 

附 則 

１ この改正規定は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の住之江区区政推 

進基金事業実施要綱様式第１号による用紙は、この改正規定による改正後の住之江

区区政推進基金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用するこ

とができる。 

附 則 

１ この改正規定は、令和６年 10月２日から施行する。 

２ この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の住之江区区政推 

進基金事業実施要綱様式第１号による用紙は、この改正規定による改正後の住之江

区区政推進基金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用するこ

とができる。 

 

 



大阪市長　あて 　　（様式第１号）

都道 区市

府県 郡

大阪市 ふるさと寄附金（区政の推進）申込書　【住之江区】

次の①から⑥を全て記入してください。
※返礼品を希望しない場合は④、希望する場合は⑤の記載は不要です。

申込日：     　　　　 年　　　　月　　　　日

①　寄附者情報（※寄附金受領証明書・返礼品発送先）
ふりがな

電話
番号

携帯 

私は、「大阪市区政推進基金」の目的に賛同し、大阪市に対して次のとおり寄附します。

〒 -

氏名
（法人名・
代表者名）

その他

E-mail

住所
（法人の
所在地）

※裏面もご記入下さい

寄附金
の

活用先

★寄附の活用先に希望がある場合は、次の活用先の中からお選びいただき、寄附金額をご記入ください。（複数選択可）

0

1

円

円

円6

7

②　寄附情報の公表について
　　　(※寄附者の住所・電話番号・E-mailは公表しません。寄附金額は公表させていただきます。)

□ １：名前・寄附金額を公表してもよい

□ ２：名前の公表はよいが寄附金額との併記では公表してほしくない

□ ３：名前は公表してほしくない

③　寄附金の活用先の希望について
寄附
金額

円

支払
方法

上記住所に専用の納付書をお送りします。到着まで１～３週間程度かかります。
専用の納付書により、本市指定の金融機関等で寄附金をお支払いください。（手数料不要）

円

子どもたちが輝くまちづくりに関する事業

すべての人が自分らしく暮らせるまちづくりに関する事業

安全・安心なまちづくりに関する事業

円

円

円

円

円

2

3

4

5

特に指定しない

円

（注意）右欄記載の寄附金額合計が、上記に記載の寄附金額と一致していることを確認してください。 合計 円

円

円

9

10

11

8

基金に関するお問い合わせ・お申し込み先

大阪市住之江区役所 総務課（総務）

〒５５９－８６０１ 大阪市住之江区御崎３丁目１番１７号

電話番号 06-6682-9903 ファックス 06-6686-2040 電子メール tt0001@city.osaka.lg.jp



都道 区市

府県 郡

OS 円

OS 円

OS 円

④　返礼品の希望（大阪市内在住の方には返礼品をお送りできません）

□ 返礼品を希望する
（公開中の返礼品より選択して下記に記載してください。）

□ 返礼品を希望しない
（⑤「市長感謝状について」に進んでください。）

管理番号 寄附金額小計

OS 円

ご希望の返礼品名 数量 数量１あたりの寄附金額

（注意）右欄記載の寄附金額合計が、③に記載の寄附金額と一致していることを確認してください。 寄附金額合計 円

　返礼品のお届け先　※①寄附者情報と異なる場合のみご記入ください
ふりがな

電話
番号

携帯 

氏名
自宅

住所

〒 -

⑥　寄附金税額控除に係る申告書（ワンストップ）について
　　　(※希望する方は本人確認の為、「生年月日」のご記入をお願いいたします)

□ ワンストップ特例申請書を希望する 生 年 月 日 年 月 日

※返礼品を希望された方は、⑤の市長感謝状は贈呈しませんので、⑥「寄附金税額控除に係る申告書（ワンストップ）について」に進んでください。

⑤市長感謝状について（１０万円以上の寄附をいただいた方のうち、返礼品を受領しない方には、市長感謝状を贈呈します）

□ 市長感謝状を希望する □ 市長感謝状を希望しない

□ ワンストップ特例申請書を希望しない

【注意事項】　
１　お寄せ頂いた個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」等に基づき、厳正に取扱い、寄附金の受付及び入金に係る確認・連
絡、必要書類の送付、返礼品の配送管理、ふるさと納税に係る資料やメール（寄附実績のご報告、寄附を募集する事業のご紹介等）の
送付等以外の目的で利用することはありません。
２　返礼品を希望される場合、寄附情報管理および返礼品の配送管理等を行うため、「寄附者情報」等を、本市が業務委託を行うシフト
プラス株式会社に通知します。（大阪市ふるさと寄附金サポート室【シフトプラス株式会社内】からお問合せをさせていただく場合がありま
す。）
３　寄附金受領証明書等は「①寄附者情報」の氏名・住所で発行します。寄附者が、税控除を受ける対象者となります。
４　お寄せいただきました寄附金の一部につきましては、ふるさと寄附金に係る必要経費に充てさせていただく場合があります。
５　申込日にすでにご希望の返礼品が品切れになっている場合は、その他の返礼品を選んでください。又、入金時点でご希望の返礼品
が品切れの場合も、返礼品の変更をお願いさせていただくことがあります。
６　大阪市内在住の方には返礼品はお送りすることができません。
７　大阪市が電話で振込先を指定して寄附をお願いすることはありません。寄附をかたった詐欺行為には十分注意してください。

大阪市
事　務
処理欄

受付年月日 受付所属 担当者 電話番号 発送年月日 備考


